
○茂原市介護相談員設置要綱 

平成１３年１０月１９日 

茂原市告示第７３号 

（目的） 

第１条　この要綱は、介護サービス（以下「サービス」という。）の提供の場を訪問し、サービ

ス利用者等の相談に応じる等の活動を行う介護相談員を設置し、申出のあったサービス事業所

等に派遣することにより、サービス利用者の疑問、不満、不安等を解消するとともに、派遣を

受けたサービス事業所等におけるサービスの質的な向上を図ることを目的とする。 

（定数及び委嘱） 

第２条　介護相談員の定数は、１０名以内とする。 

２　介護相談員は、高齢者福祉に対する熱意と理解がある者の中から市長が委嘱する。 

（介護相談員の研修） 

第３条　介護相談員は、市長が指定する研修を受けなければならない。 

（任期） 

第４条　介護相談員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２　介護相談員に欠員を生じた場合の補欠介護相談員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３　市長は、介護相談員がその職務を遂行できないと認める場合は、介護相談員の職を解くこと

ができるものとする。 

（派遣の決定） 

第５条　介護相談員の派遣を受けようとする事業者等は、介護相談員派遣申出書（別記第１号様

式）により、市長に申し出るものとする。 

２　市長は、前項の申出があったときは、派遣の可否を決定し、その旨を介護相談員派遣決定（却

下）通知書（別記第２号様式）により申出者に通知するものとする。 

（職務） 

第６条　介護相談員の職務は、次の各号に定めるところによる。 

（１）　介護相談員は、事業所等を定期又は随時に訪問し、次に掲げる活動を行い、サービス

提供に関して提案等がある場合には、事業所の管理者にその旨を伝えるものとする。 

ア　利用者の話を聞き、相談にのること。 

イ　サービスの現状把握に努めること。 

ウ　事業所の管理者又は従事者と意見交換すること。 

（２）　介護相談員は、訪問介護等訪問系のサービス事業所を担当する場合には、事業所のほ

か必要に応じ、事業者及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問するものとする。 

（３）　介護相談員は、サービスの利用者と事業者の間の橋渡し役となって、利用者の疑問、

不満、心配事等に対応し、サービス改善の方策を検討するものとする。 



（４）　介護相談員は、その活動状況を介護相談員活動報告書（別記第３号様式）により事務

局に報告するものとする。 

（身分証明書の携帯） 

第７条　介護相談員は、職務に従事するときは、身分証明書（別記第４号様式）を携帯し、かつ、

関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（守秘義務） 

第８条　介護相談員は、利用者、その家族等のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、職

務遂行上知り得た秘密を厳格に保持しなければならない。その職を退いた後も、また、同様と

する。 

（事務局） 

第９条　介護相談員の事務局を福祉部高齢者支援課に置く。 

２　事務局は、派遣した介護相談員の活動状況をとりまとめ、必要に応じ、市民に対して情報提

供を行うものとする。 

３　事務局は、介護相談員の活動に関し苦情等が寄せられた場合には、事実関係等を把握すると

ともに、必要に応じ、介護相談員の交替を含め、適切に対応するものとする。 

（委任） 

第１０条　この要綱に定めるもののほか、介護相談員の活動に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、公示の日から施行する。 

（最初に委嘱される介護相談員の任期） 

２　この要綱の施行後最初に委嘱される介護相談員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、

平成１６年３月３１日までとする。 

附　則（平成１８年茂原市告示第５２号） 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附　則（平成２２年茂原市告示第３８号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附　則（平成２６年８月５日茂原市告示第７９号） 

この告示は、公示の日から施行する。 
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